
 

令和４年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 
 
１ 補正予算の概要 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に係るオミクロン株に対応したワクチ
ン接種を実施するための経費及び物価高騰による影響が大きい住民税非課税世帯に対
し、物価高騰緊急支援給付金を支給するための経費を予算措置するもの 

 
２ 予算規模  補正予算額 1,233,640千円（補正後予算額 58,365,390千円） 
 
３ 議決日  令和４年９月 28日 
 
４ 事業概要 

①新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 健康増進課(新型コロナワクチン接種推進室) 

内容 
 

●オミクロン株対応ワクチン接種対象者 
初回接種（２回接種まで）を完了した 12歳以上の全ての市民 
【対象者数】：約 82,000人 

 
●接種期間  令和４年９月末から令和５年３月末まで 
 
●接種方法 
 ・個別接種（医療機関） 
・集団接種（原則 平日夜間（水・金曜日）・土曜日（月２回）・日曜日） 

 ・ワクチンの種類（ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン） 
 

●スケジュール（予定） 
・R4.９月29日～ 個別接種開始（４回目未接種者から開始） 
・R4.10月上旬～ 接種券発送（前回接種から５か月経過者から順次） 
・R4.10月中旬～R5.２月末  集団接種 

 

事業費 309,311千円（財源：国 10/10） 

 

②住民税非課税世帯等物価高騰緊急支援給付金 福祉政策課 

対象者 

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響
が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯）に対し、１世帯５万円を支給する。 
 
●支給対象 下記のいずれかに該当する方が支給対象 
 ①非課税世帯 

国が要綱で定める基準日時点で鹿屋市に住民票がある世帯のうち、 
令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯  →プッシュ型で支給 

 ②家計急変世帯 
非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯   →申請方式で支給 

 
【対象者】 

区分 世帯数 合計 

①非課税世帯 16,000世帯 
18,000世帯 

②家計急変世帯 2,000世帯 
 

給付額 １世帯当たり５万円 

支給時期 国から支給時期が示され次第、速やかに支給 

事業費 924,329千円（財源：国 10/10） 

 


